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スマホをかざして 

最新情報チェック☞ 

村松商工会＆新潟県よろず支援拠点 

無料経営個別相談会（８月開催分） 

 村松商工会と新潟県よろず支援拠
点（公益財団法人にいがた産業創造
機構）の共催による経営個別相談会
を開催します。売上拡大、経営改
善、資金繰り、商品開発、創業な
ど、様々な経営課題に関する相談に
対応します。（事前に予約が必要と

なります。）相談は無料、秘密厳守です。 
■相談日時：令和５年８月２２日(火) 
 13:30～16:00（１社45分） 
 ※8/17㈭までに村松商工会へお申込み 
     ください。 
■対応者：辰喜 太輔 氏（税理士・中小企業診断士） 
■会場：村松商工会館 相談室 

 村松商工会では会員事業所の福利厚生
事業の一環として、健康診断事業を毎年
実施しています。 
 職場勤務者の定期健康診断は、労働安
全衛生法等の法律に基づき、事業主の責
任において受診させなくてはならないこ
ととなっています。 
 受診を希望する事業所は別紙「健康診断申込書」によりご
希望の受診コースを選択の上、商工会へお申し込み下さい。 
◆日時：令和5年１０月１７日㈫・１８日㈬・１９日㈭ 
     [受付時間  (午前)8:30～11:30 (午後)13:00～15:00］  
◆会場：さくらんど会館（村松乙１１８－２） 
◆申込：９月１日㈮までに申込書を商工会へ提出 
◆検診機関：㈶新潟県けんこう財団(℡.025-245-1111) 

会員事業所対象職場健康診断のご案内 

消費税“インボイス制度”対策セミナー 

～インボイス制度導入に伴う実務とその対策について～ 

 インボイス登録事業者としてインボイ
スを発行する際は、現在発行している請
求書等の見直しが必要となるほか、本制
度のもとで仕入税額控除を適用するには
「インボイスの保存」が必須となるた

め、インボイス制度の導入はすべての事業者（特に免税事業
者の方）に対して大きな影響を及ぼします。 
 本セミナーでは、こうした税務課題に
対応するため、消費税インボイス制度へ
の対策や令和５年税制改正の対応等実務
のポイントについて、事例なども交えな
がらわかりやすくお伝えします。 
 制度導入前のセミナーは今回が最後の
開催となりますので、この機会にぜひご
参加下さい！ 
 

●日時：令和５年８月２４日㈭  14:00～15:30 
●会場：村松商工会館 ２階大会議室 
●講師：辰喜 太輔 氏［ 税理士・中小企業診断士 ］   
●申込：８月１８日㈮までに村松商工会へお申し込み下さい。 
    （TEL.0250-58-2201 FAX.0250-58-8409） 

【いよいよ令和５年１０月よりインボイス制度が始まります！】 
 必見‼ 

インボイス制度のよくある質問（Ｑ＆A） 

Q1. インボイス（適格請求書）とは？ 

 A.インボイス（適格請求書）とは売手が買手に対して、正確
な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現
行の「区分記載請求書」に「事業所登録番号」や「適用税
率」・「消費税額等」の記載が必要となります。 

Q3.売手側が必要な対応とは？ 

 A.売手は、買手である取引相手（課税事業者）から求められ
た際はインボイスを交付しなければなりません。 
 また、インボイスを発行するには、事前にインボイス発行
事業者として登録を受ける必要があります。 

Q4.買手側が必要な対応とは？ 

 A.買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、
取引相手（売手）である登録事業者から交付を受けたインボ
イスの保存等が必要となります。  

Ｑ2.インボイス（適格請求書）の記載要件とは“ 
 A.既存の区分記載請求書に「インボイス登録番号」・「税率
毎に区分した税額の合計および適用税率」・「消費税額等」
の３項目を追記する必要があります。 
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８月の行事予定 

3㈭ 総務委員会・行政懇談会 五泉市村松 

4㈮ 女性部視察研修 村上市 

8㈫ ポータルサイト操作講習会 村松商工会館 

19㈯ 五泉ひゃんで花火大会 五泉市 

22㈫ よろず支援拠点経営個別相談会 村松商工会館 

23㈬ 五泉商工会議所叙勲祝賀会 五泉市赤海 

24㈭ インボイス制度対策セミナー 村松商工会館 

 新潟県消費動向調査 ２０２３年夏期 
   【出典】一般財団法人新潟経済社会リサーチセンター・株式会社ホクギン経済研究所            

    新潟の現在・未来Ｍonthly（2023年7月号） 

今後半年間における消費支出が増えそうな項目・生活実感の推移 

 新潟県内の個人消費関連の経済指標等をみると、新型ウイルスの感染症法上
の位置づけが５類に移行され、外食や旅行などのサービス消費は持ち直しの動
きが見られます。 
 また、消費者の外出傾向の高まりを受けて百貨店やコンビニエンスストアで
客数が回復している他、食品スーパーで行楽やイベント向け商品の販売が好調
となる一方、物価上昇による消費者の買い控え行動も懸念されています。 
 こうした中、個人消費の実態と先行きの動向を把握するため、今後半年間で
消費支出が「増えそう」な支出項目と情勢変化に起因した生活実感の推移につ
いて、それぞれ調査を行いました。 
 

＜消費支出が「増えそう」な項目＞（図表１） 
 

 ― 「食費（外食費を除く）」がトップ。「旅行（国内外）」が大幅上昇― 
 「増えそう」と回答した割合が最も高かった項目は、「食費（外食費を除
く）」で62.7％となりました。次いで「日用品（生活雑貨・消耗品等）」「住
居費（修繕・維持管理費・家賃等）」と続いています。 
 上昇率のトップは「旅行（国内・海外）」であり、前回調査時より3.9ポイ
ント上昇しました。 
 

＜生活実感と生活実感予想の推移＞（図表２） 
 

 ― 3期連続で悪化。物価上昇による生活実感悪化の声が多数― 
 半年前と比較して生活実感が悪化したと回答した人の割合は41.5％となり、
全国で緊急事態宣言が発出されていた20年夏の調査の水準を下回りました。 
 回答者の多くは物価上昇に伴う影響を挙げており、光熱費の上昇分を教育費
や外食費の節約により補うことや、物価上昇により生活や心理的な余裕がなく
なっている等の意見が寄せられています。 

日本政策金融公庫貸付利率（令和5年７月１日現在） 
 

◆普通（一般）貸付…貸付限度額 4,800万円 
  運転資金：５年以内/1.92～2.80％ 
  設備資金：10年以内/1.92～2.80％ 
◆新型コロナウイルス感染症特別貸付…貸付限度額 別枠8,000万円 
   6,000万円以内：当初3年間0.17%  3年経過後1.07% 
   6,000万円超：1.07% 
   運転：20年以内 設備：20年以内（ともに据置5年以内）    
◆経営改善貸付…貸付限度額 2,000万円 
   運転資金：７年以内/1.07％ 設備資金：10年以内/1.07％ 

図表２:生活実感CSIと生活実感予想CSIの推移 

図表１:消費支出が増えそうな項目（複数回答・上位項目） 

 村松商工会では、物価高騰や売上減少の影響対策に加え、
事業所の情報を幅広く周知することで、掲載店の販売促進を
支援するための「むらまつクーポンパスポート（リーフレッ
ト）」発行事業を実施します。 
 業種問わずご参加頂けますので、この機会にぜひお申込み
下さい！（※詳細は別途送付の案内文書をご確認下さい。） 
 

【クーポンパスポート掲載内容イメージ】・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
①事業所名（店舗名） 
②店舗写真または商品写真 
③店舗・事業所の紹介 
④パスポート提示で 
 受けられるサービス 
⑤営業時間 ⑥定休日  
⑦所在地 ⑧駐車場有無  
⑨連絡先（電話番号） 
⑩ホームページURL など 

【事業の実施概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
○チラシ仕様：A5サイズ・両面・カラー・12ページ 
○チラシ配布日（新聞折込日）：令和５年１０月１日㈰ 
○クーポン利用期間：令和５年１０月１日㈰ ～ １１月３０日㈭ 
○参加費：無料 
○募集店舗数：４０店舗（※先着順にて受付いたしますので、 
             お早めにお申し込みください。） 
○申込み：別途送付する「掲載申込書」に必要事項を記入の 
     上、8月18日㈮までに画像データを添えて商工会ま 
     でお申込み下さい。 
     ※掲載画像の受け渡しについて、ご不明な点は商工 
      会までご連絡下さい。(℡.58-2201/Fax.58-8409 
                Mail.muramatsu2201@shinsyoren.or.jp ） 
     ※申込書（Word）は商工会ホームページにも掲載 
      しています。 

「むらまつクーポンパスポート」発行事業の参加店募集について  （申込締切：8/18(金)） 

【伴走型小規模事業者支援推進事業】  ～「クーポン付リーフレット」の発行による販売促進支援を行います！～ 

・・・その他ご不明な点は商工会までお問合せ下さい・・・ 


